[bookmark: _ioq638pqc5e]SDGs／ESGコンサルティング契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、乙が提供するSDGs／ESGに関するコンサルティング業務について、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _xn7ht3hu1skf]第1条（目的）
本契約は、乙が甲に対し、SDGs、ESG経営、サステナビリティ戦略、非財務情報開示、統合報告書作成支援、TCFD・人的資本開示対応その他関連業務に関するコンサルティングサービス（以下「本業務」という。）を提供するにあたり、その条件を定めることを目的とする。

[bookmark: _smfds56yn8xr]第2条（業務内容）
1. 本業務の具体的内容は、別途締結する個別契約書、提案書又は業務仕様書に定める。
2. 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。
3. 本業務は成果の保証を目的とするものではなく、助言・提案・支援を内容とする準委任契約である。

[bookmark: _ou8s0rhj2ebk]第3条（業務期間）
1. 本業務の期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。
2. 期間満了日の1か月前までにいずれからも書面による解約意思表示がない場合、本契約は同一条件にて●か月自動更新される。

[bookmark: _5u1rsz6h3ue7]第4条（報酬および支払条件）
1. 甲は乙に対し、本業務の対価として別途合意する報酬を支払う。
2. 支払期日は、乙の請求書発行日から30日以内とする。
3. 支払遅延が生じた場合、甲は支払期日の翌日から完済まで年14.6％の割合による遅延損害金を支払う。

[bookmark: _quxrawbg4y38]第5条（甲の協力義務）
1. 甲は、本業務遂行に必要な資料、データ、社内規程、財務情報、環境データ等を適時提供する。
2. 甲は、乙の求めに応じ、担当者の配置及び必要な協力を行う。
3. 提供情報の正確性・完全性については甲が責任を負う。

[bookmark: _qsognesk40zy]第6条（再委託）
乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託できる。ただし、乙は再委託先の行為について自らの行為と同一の責任を負う。

[bookmark: _r1ovozemphf1]第7条（秘密保持）
1. 本契約に関連して開示される非公開情報は秘密情報とする。
2. 受領当事者は、相手方の事前書面承諾なく第三者へ開示してはならない。
3. 法令又は行政機関の命令により開示する場合は、事前に通知する。
4. 本条の義務は契約終了後5年間存続する。

[bookmark: _2cl56aiql604]第8条（知的財産権）
1. 本業務により作成された成果物の著作権は、別途合意のない限り乙に帰属する。
2. 甲は、自社利用目的に限り、成果物を無償で利用できる。
3. 乙は、一般化・匿名化した内容を自社実績として利用できる。

[bookmark: _fy7yd8lvbcai]第9条（表明保証）
1. 乙は、本業務を遂行する能力および専門性を有することを表明する。
2. 甲は、提供情報が第三者の権利を侵害しないことを保証する。

[bookmark: _qkex1sfkfycj]第10条（責任の制限）
1. 乙の損害賠償責任は、当該年度に甲が支払った報酬総額を上限とする。
2. 間接損害、逸失利益について乙は責任を負わない。

[bookmark: _r778bqn5wt8c]第11条（契約解除）
1. 当事者は、相手方が重大な契約違反を是正しない場合、書面通知により解除できる。
2. 支払停止、破産申立、反社会的勢力との関与が判明した場合は催告なく解除できる。

[bookmark: _uifjxztuqi20]第12条（反社会的勢力の排除）
当事者は、自ら及び役員が反社会的勢力に該当しないことを保証し、違反時は無催告解除できる。

[bookmark: _mp9ilairjumj]第13条（不可抗力）
天災、法令改正、パンデミックその他不可抗力により履行不能となった場合、責任を負わない。

[bookmark: _z50yb2qi88qh]第14条（協議事項）
本契約に定めのない事項は誠意をもって協議する。

[bookmark: _5k001b7a7j21]第15条（準拠法および管轄）
本契約は日本法に準拠し、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _8qp21idifth1]第16条（契約の成立）
本契約は書面または電子契約サービスにより締結できる。








●年●月●日

甲：
所在地：
会社名：
代表者：

乙：
所在地：
会社名：
代表者：

